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大治町都市計画マスタープラン（案）・大治町緑の基本計画（案）に関するパブリックコメント 

（町民等意見募集）の結果について 

 

「大治町都市計画マスタープラン（案）」及び「大治町緑の基本計画（案）」について、パ

ブリックコメント（町民等意見募集）を実施したところ、以下のとおりご意見をいただきま

した。意見の概要については、原文を要約するなどして掲載させていただきましたので、ご

了承ください。 

ご協力ありがとうございました。 

 

１ 募集期間 

令和２年１２月１５日（火）～令和３年１月１４日（木）まで 

 

２ 提出された意見 

（１）提出数 ：個人５名（８件）、団体１件（１件） 

（２）提出方法：窓口持参、電子メール 

 

３ 提出された意見及び意見に対する町の考え方 

＜大治町都市計画マスタープラン（案）について＞ 

番号 意見の概要 町の考え方 

１ 1-1 「Ｐ７ ２都市施設２-２下水道及び

河川等」の中で、「農業集落排水など」

と表記があるが、市街化調整区域がほ

とんどないので不用ではないか。 

ご意見の部分は、愛知県が、一市町村を

超える広域的観点から、名古屋都市計画

区域（１２市４町１村）における都市計

画の基本的な方針を定めた「名古屋都市

計画区域マスタープラン」の抜粋部分に

なります。 

 １-2 「Ｐ７ ４自然的環境の整備または保

全」の中で、「自然的環境インフラネッ

トワークの形成」と表記があるが、「自

然的環境インフラネットワークの連

携」ではないか。 

ご意見の部分は、愛知県が、一市町村を

超える広域的観点から、名古屋都市計画

区域（１２市４町１村）における都市計

画の基本的な方針を定めた「名古屋都市

計画区域マスタープラン」の抜粋部分に

なります。 

 １-3 「Ｐ９ 緑をつくる（増やす）ための

取り組み」の表題について、「（１）新

たな公園・緑地の整備」は「都市公園

の整備」、「（２）公有地における緑化の

推進」は「神社等の緑地の保全」、「（３）

民有地における緑化の促進」は「緑地

の保全」ではないか。 

ご意見の部分は、大治町緑の基本計画

（案）の抜粋になります。「新たな公園・

緑地の整備」は、ご意見のとおり「都市

公園の整備」に修正します。「公有地に

おける緑化の推進」は、公有地内の緑を

増やす取り組みとして、「民有地におけ

る緑化の促進」は、民有地内の緑を増や

す取り組みとして記載しており、ご理解
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をいただきたいと思います。なお、「神

社等の緑地の保全」及び「緑地の保全」

は「緑を守り育てるための取り組み」に

記載しています。 

2 2-1 西今宿東條線については、大治浄水場

南東角の交差点から東條の信号交差点

までの区間は、都市計画道路の変更・

廃止を明示する。 

（理由） 

財政状況が厳しい今、堀之内砂子線 

を代替え道路にすべきと考える。 

住宅地の中央を通るため、地域のコ

ミュニケーションがとりにくくなる。 

ご提案の趣旨を踏まえ、今後の参考にさ

せていただきたいと考えています。 

 2-2 （都）堀之内砂子線は、町道中島八ツ

屋線以北、大治郡道までの区間は自動

車の通行できる取り付け道路がほとん

どなく、計画道路に面する住民しか恩

恵を受けない。大治郡道も道路幅員３m

有余しかなく、１６m幅の道路からの乗

り入れは危険である。早急に（都）美

和大治線に接続するべきである。 

本計画では、町中心部における南北方向

の交通や（主）名古屋津島線へのアクセ

スを円滑にするため、（都）堀之内砂子

線の整備を進めるとしています。ご意見

は、今後の参考にさせていただきたいと

考えています。 

 2-3 平成２３年１月の大治町都市計画マス

タープラン（案）に関するパブリック

コメントでの、都市計画道路について

の意見に対して、町の考え方として、

「多角的な視点から必要性や妥当性を

検証し、必要に応じて見直しの検討に

努めていきます。」と回答があったが、

この１０年間、何が検討されたか住民

にはわからない。 

現計画の期間終了を迎えるにあたり、改

めて都市の現況と課題を踏まえ、今後の

都市計画道路の整備方針を記載してお

り、ご理解をいただきたいと思います。 

3 3-1 「Ｐ５６ ３－４－１土地利用の方針

について」、三本木、北間島、長牧、東

條等の宅地化が進行している地域で、

農地の保全と緑の景観の維持を図るた

め、第一種中高層住居専用地域から第

一種住居地域への変更を早急に検討し

てはどうか。 

大都市近郊の住宅地としての性格を有

している本町において、持続的な都市の

発展には良好な住宅地環境の維持・形成

が必要だと考えています。これより、宅

地化が進行している地域においては、住

宅地として良好な環境を守る現行用途

を維持していく方針としています。 

4 4-1 都市計画道路３・４・５２８ 堀之内

砂子線（未整備）の整備を進めるため

ご提案の趣旨を踏まえ、今後の参考にさ

せていただきたいと考えています。 
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には、大規模なマンションの駐車場の

一部を買収する必要がある。整備には

100戸を超える建物所有者の同意を得

ることが困難を極めるため、大治中学

校西側、堀之内狐穴公園までの区間を、

東側に線形を変更することを提案す

る。 

 

＜大治町緑の基本計画（案）について＞ 

番号 意見の概要 町の考え方 

１ 1-1 地域住民が主体となって公園のつかい

方や育て方などについて話し合い、大

治町と協働で、より良い公園にリニュ

ーアル（再整備）し、公園を拠点とし

たまちづくりへの発展を目指すことを

提案する。具体的には、公園内の植樹

等を自治会・町民グループ・民間団体

等に企画公募審査して運営を委任す

る。これより、コミュニティ意識の育

成・高揚、更にはコミュニティ活動の

活性化を促すことができ、また街の活

性化につながる。現在の「多目的スポ

ーツ広場」や「庄内川河川敷公園」の

様々な活用ができるのではないか。 

ご提案の趣旨を踏まえ、今後の参考にさ

せていただきたいと考えています。 

 

 

４ 事務局による変更 

＜大治町都市計画マスタープラン（案）について＞ 

１．本計画をとりまとめた策定委員会での意見を踏まえ、第２章 都市の現況と課題 ２－２ 都 

市づくりの課題 ２－２－１「人口」について（１）都市の現況に記載した『◎「大治町人口ビ 

ジョン」（平成２８年３月）では、平成２７（２０１５）年に３０，９９９人に人口増加する見 

通しに対し、平成２７年国勢調査結果は３０，９９０人で、推計結果と実際の人口がほぼ同じ 

結果となっている。』を削除します。 

 

２．民間木造住宅の耐震診断等の支援は、地域を限定した支援ではないため、第２章 都市の現 

況と課題 ２－２ 都市づくりの課題 ２－２－５「災害特性」について（２）前計画の検証に記 

載した『住宅等の耐震化や密集した市街地の防災対策のため、民間木造住宅の耐震診断や耐震 

改修を支援。』の内の『密集した』を削除します。 
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３．本計画をとりまとめた策定委員会での意見を踏まえ、第３章 全体構想 ３－１都市づくりの

理念の１段落目末尾に『将来においては、本町の活力を維持するため人口を維持していくことを

目指します。』を追記します。 

 

 

＜大治町緑の基本計画（案）について＞ 

１．第２章 大治町の概況 ２－１自然的条件 ２－１－５土地利用・植生に記載した植生図が 

未更新であったため、更新するとともに説明内容を変更します。 

 

２．第３章 大治町の緑の現況 ３－１緑地現況 ３－１－２公共施設緑地に記載した表につい

て、２施設の未計上と計算に不備があったため、公共施設緑地の合計２６．１５ha を２０．８９

ha に変更します。これに伴い、他の該当箇所も変更します。 

 

３．第３章 大治町の緑の現況 ３－１緑地現況 ３－１－３民間施設緑地に記載した合計値に 

ついて、各施設の端数処理後の面積を合計し、６．１４haを６．１３haに変更します。 

これに伴い、他の該当箇所も変更します。 

 

４．第３章 大治町の緑の現況 ３－２緑化現況 ３－２－２緑被現況に記載した表-緑被現況量 

の都市計画区域の数値について、市街化区域と市街化調整区域の端数処理後の面積を合計し、 

山林・荒地等１４．４４haを１４．４５haに、畑・その他の農地５６．６６haを５６．６５ha 

に民有地の植栽地９１．７３haを９１．７４haに変更します。これに伴い、他の該当箇所も変更 

します。 

 

５．第４章 緑に関する分析・評価 ４－１前回計画の評価・検証において、前回策定時は学校 

区域全域を公共施設緑地に計上しておりましたが、本計画ではグラウンドのみを公共施設緑地に 

計上しています。前回計画の評価・検証を行うにあたり、前回策定時点の現況値及び目標値を 

見直し、該当箇所を変更します。 

 

６．第４章 緑に関する分析・評価 ４－３課題の設定 ４－３－２機能別評価からの緑の特徴で 

記載した機能別評価からの緑の特徴について、４つの機能別評価の視点で分かりやすく記載内容 

を変更します。 

 

７．第４章 緑に関する分析・評価 ４－３課題の設定 ４－３－３課題の設定に記載した課題 

と、第５章 緑地の保全及び緑化の目標 ５－２基本方針の設定に記載した基本方針、第７章 

実現のための具体的な取り組みに記載した図-具体的な取り組みの体系の視点が同じであるため、 

整合が図られるように、課題と基本方針の記載内容を変更します。 

 

 


